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１. 学校医とは
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２. 学校医の役割
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３. 学校保健を取り巻く諸課題（１）
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３. 学校保健を取り巻く諸課題（２）
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4. 学校健康診断実施上の留意点 令和６年９月 日本医師会・文部科学省

一般社団法人福岡市医師会



５. 学校健康診断実施上の留意点 ～ 目的・役割 ～
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学校における健康診断
目的 〇学校生活の円滑な実施と児童生徒等の健康の保持増進を図るため実施
役割 〇家庭における健康観察を踏まえて学校生活を送るに当たり支障があるか

どうかについて疾病をスクリーニングの上、健康状態を把握
〇学校における健康課題を明らかにして健康教育に役立てる

学校の設置者及び学校の責任で実施目的を周知
１ 身⾧及び体重 ２ 栄養状態 ３ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
４ 視力及び聴力 ５ 眼の疾病及び異常の有無
６ 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無 ７ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
８ 結核の有無 ９ 心臓の疾病及び異常の有無 10 尿

「11.その他の疾病及び異常の有無」として検査を追加する場合、健康診断の趣旨や目的に
沿って、学校の設置者及び学校の責任で、実施の目的等と義務付けではないことを明示、
保護者等に周知した上で理解と同意を得て実施する必要有



６. 学校健康診断実施上の留意点 ～ 学校医・教育委員会・学校 ～
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学校医
○学校健康診断を実施に当たり、意義・目的の理解、学校の 意向を十分考慮
○診察方法や児童生徒等のプライバシー・心情への配慮について事前に学校と確認
○かかりつけ医の診療と学校医の健康診断の違いを理解
○検査項目を追加する場合は実施の目的・検査方法等、事前に学校と十分打合せを行う
〇健康診断結果に基づき学校が行う事後措置について医療面から指導

教育委員会・学校
○学校保健計画・健康診断実施計画作成に当たり、学校医、検査機関等と以下項目に

ついて共通理解を図りながら進める
○検査・診察の内容や方法、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した対応などに

ついて、学校の責任において、事前に児童生徒等及び保護者の理解を得る
正確な検査・診察の重要性についても説明を行う

○特に配慮が必要な児童生徒等については、検査・診察の時間や場所を工夫するなど、
個別の対応を行うようにする

〇当日の欠席や⾧期欠席など、個別の事情により健康診断を受けられなかった場合の
対応について検討し、保護者に事前に周知

○健康診断結果に基づき、疾病の予防処置、治療の指示、運動及び作業の軽減等の
適切な事後措置をとる



７. 福岡市医師会の取組み（１）
○福岡市立学校の学校医推薦
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毎年度１回、学校保健活動に関する現状報告や
様々な情報提供を行うことにより、学校保健活
動が円滑に実施されるよう学校医に向けた研修
会を本会主催で開催しています。

○学校医連絡会

○福岡市教育委員会との協力体制
本会では福岡市教育委員会との意見交換を定期
的に開催しています。

・児童生徒の健康に関する福岡市教育委員会
と福岡市医師会との協議会

・福岡市養護教諭研究会役員との懇談会

福岡市医師会では、各区医師会・専門医会（福岡市医師会

眼科部会、福岡地区耳鼻咽喉科専門医会）に協力いただき、

上記の学校の校医推薦を行っています。

令和８年度協力校医数（本会会員延べ８０３名）

内科校医(内科・小児科の医師) 延べ２６７名

眼科校医 延べ２６７名

耳鼻咽喉科校医 延べ２６７名

外科校医(一部の特別支援学校のみ) ２名



７. 福岡市医師会の取組み（２）
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対 象:福岡市立福岡市立の小中学校・高等学校・特別支援学校の児童生徒
内 容:①一次検診

巡回形式での１２誘導心電図検査、心臓病調査票によるアンケート調査
②二次検診・精密検査

一次検診で異常が認められた児童生徒を対象に、本会会員医療機関や指定
病院において実施

対 象:福岡市立福岡市立の小中学校・高等学校・特別支援学校の児童生徒
内 容:①一次検尿・二次検尿

福岡市医師会臨床検査センターを含む市内４か所の検査機関で実施
②三次検尿・精密検査

一次・二次の検尿で三次検尿の対象となった児童生徒を対象に、福岡市
医師会臨床検査センターで実施



７. 福岡市医師会の取組み（３）
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学校における児童生徒の精神保健に関する諸問題について、学校からの個別相談に対応す
る「児童生徒の心のケアに関する相談会」を年２回実施している。
また、福岡市こども総合相談センター「えがお館」で実施している心療相談への精神科医
の派遣、学校からの依頼に応じて教職員向け研修会等への講師派遣も実施している。

平成２７年度より、福岡市教育委員会の協力のもと、心疾患を引き起こす要因となる小児
の「肥満」や「やせ」といった小児生活習慣病に関する早期介入を目的として実施。

対 象:福岡市立小学校の４年生で、心臓病調査票にて本会に身⾧体重のデータ提供を
承諾した者

内 容:学校健診において測定された児童の身⾧・体重を基に肥満度を算出し、肥満度
区分に応じて、保護者への文書による注意喚起、受診勧奨を実施。



８. お願い
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学校健診の円滑な実施に
皆様のご理解ご協力の程
宜しくお願いいたします


